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公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター事業掛金負担者に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、公益財団法人目黒区勤労者サービスセンター（以下｢セン 

ター｣という。）定款第５０条第４項の規定に基づき、事業掛金負担者に関して

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

（１）中小企業  常時雇用する従業員の数が３００人以下の法人及び個人事

業所をいう。 

（２）会 員   定款第５０条に規定した事業掛金負担者で、第３条に定め

る資格を有し、第４条に定める入会手続き完了者をいう。 

 

（会員の資格） 

第３条 会員になることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

（１）目黒区内の中小企業に勤務する勤労者及び事業主 

（２）目黒区内に居住し、目黒区外の中小企業に勤務する勤労者及び事業主 

（３）その他理事長が特に認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、会員になること

ができない。 

（１）第 14 条の規定に基づき除名された者 

（２）前各号のほか、理事長が不適当と認めた者 

 

（入会手続） 

第４条 センターに入会しようとする者は、事業所加入申込書（別記第１号様

式）及び会員加入申込書（別記第２号様式）又は個人会員加入申込書（別記

第３号様式）を理事長に提出し、入会の承認を得た後、速やかに入会金及び

会費を納入しなければならない。ただし、理事長が必要と認めたときは、入

会金及び入会時から一定期間の会費の納入を免除することができる。 

２ 理事長は、入会を承認した時は、会員証を交付するものとする。 

 

（資格の発生） 

第５条 会員たる資格は、前条の規定に基づく入会手続きを完了した日から発

生する。 
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（入会金） 

第６条 入会金の額は、会員一人につき２００円とする。 

２ 既納の入会金は返還しない。 

 

（会費） 

第７条 会費は、会員一人につき月額４００円とする。 

２ 会費の納入は、入会日の属する月から退会日の属する月までとする。 

 

（会費の納入方法） 

第８条 会費は、四半期ごとに一括して納入するものとし、徴収日及び徴収方 

法は、理事長が別に定めるところによる。 

 

（入会金及び会費の使途） 

第９条 第６条の入会金及び第７条の会費の毎事業年度における合計額につい 

ては、その 65％を当該年度の収益等事業に使用し、35％を当該年度の公益目

的事業に使用する。 

 

（退会） 

第１０条 次の各号の一に該当するときは、会員証を添えて退会届（別記第４ 

号様式）を理事長に提出しなければならない。 

（１）第３条第１項の規定に基づく資格を失ったとき 

（２）前号以外の理由により任意で退会するとき 

 

（資格の喪失） 

第１１条 前条の規定にもとづく退会届により会員たる資格を喪失する日は、

当該退会届を提出し、受理された日とする。ただし、死亡による退会の場合

は、死亡した日とする。 

 

（会費の返還） 

第１２条 既納の会費は返還しない。ただし、先払いされた会費のうち退会届

の提出された日の属する月の翌月以降の会費については返還する。 

２ 会員の死亡による場合は、退会届が提出された日から死亡した翌月分まで

を返還する。ただし、この場合における遡及月数は１２箇月を限度とする。 

 

（変更届） 

第１３条 会員は、入会時に届け出た事項に変更が生じたときは、すみやかに
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理事長に変更届（別記第５号様式）を提出しなければならない。 

 

（除名） 

第１４条 会員が、次の各号の一に該当したときは、第１号を除き理事会の決

議により除名することができる。第１号については理事長が決定するものと

する。 

（１）会費を６箇月以上滞納し、引き続き納入の見込みがないと認められると 

  き 

（２）センターの事業を妨げる行為をしたとき 

（３）偽りその他不正行為によりセンターの事業により利益を受けようとした 

とき又は受けたとき 

（４）センターの定款及び規則に違反し、又はセンターの信用を失わせしめる 

ような行為をしたとき 

２ 前項第１号を除く前項各号の規定に基づき会員を除名する場合は、理事会

において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。ただ

し、当該会員の所在が不明である等、止むを得ない理由により連絡すること

ができない場合は、この限りでない。 

３ 前項ただし書きの規定を適用した場合を除き、理事会において除名するこ

とを決議したときは、当該会員に理由を付した文書で通知しなければならな

い。 

 

（規則の変更） 

第１５条 この規則の変更は、理事会の議決を経なければならない。 

 

（委任） 

第１６条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法

人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の日から施行す

る。 

２ 従前の財団法人目黒区勤労者サービスセンターに既に加入している者につ

いては、第４条の規定に基づく入会手続を完了したものとみなす。 

３ 従前の財団法人目黒区勤労者サービスセンター事業に関する規則による諸

様式については、当分の間使用することができる。 


